
 

 

第１４号                 令和６年６月 

1 

発行所 社会福祉法人 京都府社会福祉事業団 京都府立視力障害者福祉センター 

所在地 〒606-0805 京都市左京区下鴨森本町 21 TEL:075-722-8203  FAX:075-702-2972 
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１ 施設長挨拶   － この度、視力障害者福祉センターの所長に就任しました － 

 

今年度より、視力障害者福祉センターの所長に就任しました鎌部 正信です。 

私は、昨年、ここ視力障害者福祉センターに副所長として配属され、松本前 

所長や職員の皆さんとともに、視覚に障害がある人の自立と社会参加に向けた 

支援を行ってきました。 

視力障害者福祉センターは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に 

関する法律による養成施設であり、障害者総合支援法による就労移行支援を 

行う全国で唯一の地方自治体が開設する施設です。昭和 30 年の開設以来 

900 名を超える卒業生を送り出し、多くの人がその資格を活かして、施術所はもとより医療機関や福祉 

施設、更には企業の健康管理部門など様々な場面において活躍されています。 

近年は、ＩＣＴ機器の発展により視覚に障害があっても様々な情報を入手できるようになり就労の 

機会も広がりましたが、依然、あはき業が視覚に障害がある人の職業的自立の中心的な役割を果た 

しています。 

視覚に障害があっても、それぞれの特性に応じて能力を発揮し、自らの意思と希望に沿って生き 

生きと働き続けることができ、社会を支える一員として活躍される人材の育成に努めて参ります。 

所長という職責の重さに戸惑っていますが、教職員一丸となって利用者や家族の想いを大切にし、 

地元住民の皆様からも信頼される施設となれるよう日々努力して参りますのでご指導、ご鞭撻を賜り 

ますよう宜しくお願いします。                              （所長  鎌部 正信） 

 

２ 令和６年度 施設運営方針  
 

教育機関として以下の基本方針に基づき教育の充実を図ります。 
 
① 高い知識・技術を有するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の養成を行うため、教育訓練 

の充実、強化を図る。 

② 安心して勉学に取り組める環境づくりに努め、利用者全員の国家試験合格や卒業後の就労を 

めざす。 

③ 卒業後における知識・技術の維持・向上に向けた研修会等を実施する。 

④ 職員の資質向上と職員間の連携強化に努めるとともに、活発な広報活動や関係機関との連携を 

強化する。 

 
 

視力センターだより

https://ksj.or.jp/fa04siry/
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３ 令和５年度（第 32回）国家試験合格状況  
 

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師国家試験が令和６年２月 24・25 日に実施されました。 

視力障害者福祉センター３年課程の卒業生と同種施設の全国平均について合格状況をお知らせします。 
 

       三療免許別 

学校別 

あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 

受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 

当 セ ン タ ー 3 人 3 人 100.0% 5 人 5 人 100.0% 5 人 5 人 100.0% 

全国平均（視覚障害者施設） 152 人 127 人 83.6% 108 人 78 人 72.2% 108 人 80 人 74.1% 
   
４ 行事の様子  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 今年度の予定   

本年度の当センターは、４月 16日(火)に始業式を行い、

翌 17 日に入所式を行って新入所生を迎え、無事に新年

度がスタートしました。本年度も、通常の授業のほかに、 

７月と 10 月には入所に関心のある方の“体験見学会”を 

行い、また、11月 1日には住民の方々対象の“地域あんま

奉仕”を計画しています。 

多くの皆様のご利用をお待ちしております。  

５/22避難訓練 

５/17ハイキング（動物園にて動物の頭蓋骨の触察もさせていただきました） 

４/17入所式 


